
こんばんは。

今日は、東浦町の景観まちづくりについて、みんなで考えていきたいと思っています。
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景観まちづくりを行う目的は、他のまちとは違う独自性を出すことに役立つからです。
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景観まちづくりの効果は、
①住民、コミュニティ意識向上：住民が誇りや愛着をもって住むことができる
②アメニティ（生活環境、魅力）改善：暮らしやすいまちをつくる
③経済的効果：まち全体のイメージアップ、このまちに住みたい人が増え、人口増加
につながる
このような点であると思っています。
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景観法は、国の法律として制定されました。
それにより、自治体ごとの個々の条例の必要性が高まりました。
それ以前は、京都や金沢、鎌倉など景観に特徴のある自治体が条例を独自でつく
り、景観づくりをしていました。

4



愛知県内では、名古屋市が一番初めに、都市景観条例をつくりました。

その後、大きな市町が続きましたが、東浦町は、町の中でも唯一景観条例を策定し
ています。
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東浦町では、まち全体が景観地区となっています。
・平成24年度には、町が景観法による景観形成団体に認定されました。
・平成25年度には、町民ワークショップを行い、町民の意見を集約していきました。
・平成26年度・27年度には、景観計画検討委員会、ぶどう畑景観意見交換会、景観
シンポジウム、景観フォト＆エッセイコンテストなどを行ってきました。
・平成29年度には、景観条例施行が施行され、アドバイザーの方の意見をお聞きし
ながら、運用をしてきました。
開発者が開発・建築を行う場合、町に届け出をいただき、それがルールに沿ってい
るか確認し、問題がある場合は、開発者と話し合い、修正していただくというもので
す。
想像以上に件数があったため、大変ではありましたが、それにより知識や経験を積
み重ねてきました。
すぐに景観がよくなるわけではありませんが、少しずつ効果がでてきていると思いま
す。

また、「景観共感プロジェクト」というものも行いました。
「景観」は、行政が住民におしつけるものではありません。
住民や地権者、事業者の方が、自分たちのまちを大事にしようと思う気持ちを培っ
ていかなければなりません。
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景観が大事だということを、共感してもらえるような取り込みをしようということが、景
観計画にも盛り込まれています。

平成30年度には、景観まちづくり委員会、景観絵画コンクール、景観共感プロジェク
ト、ワークショップ、景観をテーマとする住民懇談会（各地区）、ぶどう畑景観意見交
換会を計画しています。
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これらは、HPから見ることができますので、参考にしてください。
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東浦町景観計画は、他の自治体の計画と比較しても、独自のものであり、よくつくら
れています。
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このスライドは、東浦町景観計画の中から引用したものです。

9



「景観」がつくられるには約10年と短期間、「風景」は100年単位、「風土」は数100年
単位でできるものと、専門的には言われています。
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まちのルーツを探るには、地形が大事になると思います。

地形の上に、住民の生活が積み重ねられて「まち」ができ、それが発展していきま
す。
東浦町の場合は、この流れが明確であるのが特徴です。
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東浦町の景観の特徴は、左手を重ねてみると、うまく指が尾根と重なるところです。
ここにまちなみがあります。
また、指と指の間が、狭間になります。
「根」と「狭間」の景観は、東浦町の景観をつくる土台となります。

地形は、まちの構造を理解するのに大切なものです。
東浦町の場合は、その構造が分かりやすい形になっています。

このように、「根」と「狭間」の景観は、東浦町の最も基本的な構造であると言えま
す。
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東浦町のまちの発展について説明します。
江戸時代以前では、古いまちなみが尾根の先の方に形成されていきました。
近世になると、海を埋め立てて田ができました。
明治時代以降は、塩田、鉄道ができ、南北につながっていきました。
東浦町は、500年位の歴史のある、伝統的なまちといえます。
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景観計画策定にあたり、アンケート調査を行いました。
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注目すべき内容は、3分の2の方は、景観に関心があるが、現状の景観に満足して
いるのは、全体の3分の1の方しか満たないということです。

このギャップを埋め、景観への関心も高く、満足度も高いという状態にするのが、景
観まちづくりだと思っています。

東浦町は、先ほど述べたように、「根」と「狭間」の上に形成されています。

「どのような景観を大事にすべきか」の結果から、町民の方も「景観」や「風景」として
この「根」と「狭間」の特徴を意識しているのだと思います。
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この地図からは、町内全域にわたって、いたるところに特徴のある景観資源や自慢
できる景観があるということが分かります。
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今までのまとめとして、
１．「場」の景観
２．「広がり」を持った景観
３．「点景」の景観
の３つの構成にわけました。

景観計画では、『１．「場」の景観』を最も重要視しています。

その中で、４つの重点区域候補地区を定めました。
・「屋敷」（緖川城下町）
・「郷中」(森岡、石浜、生路、藤江)
・「ぶどう畑」（森岡）
・「根と狭間」（明徳寺川地区）

これらの地区は、よりきめ細やかに規制を行ったり、景観を育てていきたいと思って
います。
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重点区域候補地区は、これらの理由から選定しました。
現在は、景観まちづくり委員会の中で、話し合いを進めています。
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緒川と生路、屋敷と郷中において、景観まちづくりをおこなうことで、以下の効果が
あると思っています。
・地域の活性化
・歴史的風情の維持、再生
・そこに暮らす方の防災・防犯面での安全性が増す
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今後、古いまちなみを活用した新しいまちおこしについて、提案していきます。
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先日、生路のまち歩きをしました。

生路の景観の中でも特徴的なのが、伊久智神社のような古い神社、神社の中の緑
や歴史、細い路地、黒い塀です。
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建物が取り壊されて空き地になっているところがありますが、新しく建った家も黒く塗
られています。
空き地が増えると、建物を側面から見ることが多くなります。
そういったことを考慮し、景観を壊さないよう丁寧に対応されていると思いました。
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生活景観というのは、そこで暮らしている方の生活ぶりがにじみ出て、そこで生活し
ているということが伝わるようなものです。
そういったものを、大事にしていくことが重要です。
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緒川では、学生と一緒にいろいろな調査をしています。
ふるさとガイドのボランティアにもご協力いただいています。
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中間報告をまとめましたので、発表いたします。
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東浦町全体で、具体的に景観計画に基づいた取り組みが進んできました。

今日は、みなさんのご意見をいただき、景観について理解を深めたり、生路のいい
ところが見つかったりするといいと思っています。
また、今後行っていきたい取り組みも見つかればと思います。

ご清聴ありがとうございました。
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